
道路環境課

道路環境担当

5103

番号 事業名 会計 款 項 目 説明事業

B115
道路台帳整備費 土木費 道路台帳整備費

戦略項目

分野施策

１　事業の概要 ５　事業説明

２　事業主体及び負担区分

（県１０／１０）

３　地方財政措置の状況

　なし

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

予算額

財　　源　　内　　訳

一般財源
使用料・手数料

決定額 283,650 718,581 △434,931 169,650

前年額 114,000 717,519 △603,519

平成25年度予算見積調書
課室名:

担当名:

内線: (単位：千円)

一般会
計

道路橋
りょう
費

道路橋りょう
総務費

事 業
期 間

昭和53年度～ 根 拠
法 令

道路法第28条

　道路法第28条に基づき、道路台帳を適正に調製・保管
する。
　東北地方太平洋沖地震に伴い、本県で管理する基準点
等にも変動が生じたため、道路台帳整備に係る３級基準
点について改測を実施する。

（１）道路台帳整備　　　　114,000千円

（２）道路台帳基準点改測　169,650千円

（１）事業内容

　　　ア　道路台帳整備　道路台帳調書、図面を以下の修正度に基づいて補正を行う。
　　　　　　　　　　　　修正度１：道路標識、照明灯、ガードレール、側溝(片側)及びこれに準ずる修正
　　　　　　　　　　　　修正度２：片側歩道整備、両側側溝整備及びこれに準ずる修正
　　　　　　　　　　　　修正度３：両側歩道整備、道路改良工事及びこれに準ずる修正　　　　　　　　　　　
　　　イ　道路台帳基準点改測　公共工事にかかる測量作業の重複を防ぐため、公共測量に基づき改測する。
　　　　　道路台帳整備に用いる３級基準点(約4,000点)の改測と１級基準点を設置(250点)し、測量成果の検定を行う。
　
（２）事業計画

　　　ア　道路台帳の適切な管理に努める。
　　　イ　埼玉県公共測量に基づき、３級基準点の改測及び１級基準点を設置し、測量成果の検定を行う。

（３）事業効果

　　　ア　適切な道路管理に寄与することができる。
　　　イ　公共測量成果を改定することにより、他の公共事業等へ測量成果の提供ができる。

　9,500千円×0.6人＝5,700千円

前年との
対比

― 県土整備部 B115 ―
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